
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：平成３１年２月１２日（火） ８：２６～８：３５ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：安 倍 晋 三 内閣総理大臣 

麻 生 太 郎 国務大臣（副総理，財務大臣，内閣府特命担当大臣） 

石 田 真 敏 国務大臣（総務大臣，内閣府特命担当大臣） 

山 下 貴 司 国務大臣（法務大臣） 

河 野 太 郎 国務大臣（外務大臣） 

柴 山 昌 彦 国務大臣（文部科学大臣） 

根 本 匠 国務大臣（厚生労働大臣） 

𠮷 川 貴 盛 国務大臣（農林水産大臣） 

世 耕 弘 成 国務大臣（経済産業大臣，内閣府特命担当大臣） 

石 井 啓 一 国務大臣（国土交通大臣） 

原 田 義 昭 国務大臣（環境大臣，内閣府特命担当大臣） 

岩 屋 毅 国務大臣（防衛大臣） 

菅 義 偉 国務大臣（内閣官房長官） 

渡 辺 博 道 国務大臣（復興大臣） 

山 本 順 三 国務大臣（国家公安委員会委員長，内閣府特命担当大臣） 

宮 腰 光 寛 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

平 井 卓 也 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

茂 木 敏 充 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

片 山 さつき 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

櫻 田 義 孝 国務大臣 

陪 席 者：西 村 康 稔 内閣官房副長官 

野 上 浩太郎 内閣官房副長官 

杉 田 和 博 内閣官房副長官 

横 畠 裕 介 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

〇一般案件 ２件 

〇国会提出案件 ３件 

○法律案       ９件 

〇政令        ２件 

○人事        ３件 

○報告        １件 

いずれも，案件表のとおり，決定等となった。 
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議事内容： 

○菅国務大臣：ただ今から，閣議を開催いたします。

まず，閣議案件について，西村副長官から御説明申し上げます。 

○西村内閣官房副長官：国会提出案件について，申し上げます。質問主意書に対する

答弁書３件について，お手元の資料のとおり，御決定をお願いいたします。

次に，法律案９件について，御決定をお願いいたします。まず，「子ども・子育て

支援法の一部改正法案」は，子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るため，市

町村の確認を受けた幼児期の教育及び保育を行う施設等の利用に関する給付制度

を創設する等の措置を講ずるものであります。 

次に，「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部改正法案」

は，預金保険機構の金融機能早期健全化勘定に属する剰余金を活用するため，金融

機能早期健全化業務の終了の日前における国庫納付を可能とする等の改正を行う

ものであります。 

次に，「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部

改正法案」は，最近における物価の変動等を踏まえ，投票所経費等の基準額の改定

等を行うものであります。 

次に，「電波法の一部改正法案」は，電波の有効利用を促進するため，電波利用料 

及び周波数割当制度の見直し等を行うものであります。 

次に，「裁判所職員定員法の一部改正法案」は，下級裁判所における事件の適正か

つ迅速な処理を図るため，判事の員数を増加する等の改正を行うものであります。 

次に，「在外公館名称位置給与法の一部改正法案」は，在スワジランド日本国大使

館の名称等を変更するとともに，在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の

基準額の改定等を行うものであります。 

次に，「大学等における修学の支援に関する法律案」は，総合的な少子化対策推進

の一環として，大学等における修学に係る経済的負担の軽減を図るため，学資の支

給及び授業料等の減免の措置を講ずるものであります。 

次に，「学校教育法等の一部を改正する法律案」は，大学等の教育研究等の状況が

大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うこととするとともに，国立大学法

人が設置する国立大学に大学総括理事を新設する等の措置を講ずるものでありま

す。 

次に，「農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部改正法案」は，農地の集

積・集約化を一層促進するため，農地中間管理事業に係る手続の簡素化，農地中間

管理機構と農業委員会との連携強化等の措置を講ずるものであります。 

次に，政令２件について，御決定をお願いいたします。まず，「平成３０年５月２

０日から７月１０日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての災害対策基

本法第１０２条第１項の政令で定める年度等を定める政令」は，同豪雨及び暴風雨

による災害により歳入に不足を生じた地方公共団体が，その不足を補うために地方

債を起債できる期限を平成３１年度までと定める等の措置を講ずるものでありま

す。 
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次に，「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の一

部を改正する政令」は，日・スロバキア及び日・中社会保障協定を実施するため，

厚生年金保険の加入の特例制度の対象に両協定を追加する等の改正を行うもので

あります。 

次に，人事案件について，申し上げます。まず，外務省大臣官房付尾﨑久仁子外

１名を特命全権大使に任命し，エストニア国駐箚等を命ずること及びトリニダー

ド・トバゴ国等駐箚大使平山達夫に兼ねてガイアナ国等駐箚を命ずることを承認す

ることについて，それぞれ御決定をお願いいたします。 

次に，岡嶋勉外１６３名の叙位又は叙勲について，御決定をお願いいたします。

次に，「平成３０年度第３・四半期に締結された無償資金協力に係る取極」につい 

て，御報告があります。本件は，昨年１０月から１２月までの３か月間に締結され

た，３１か国，７機関の計５４件，総額約４６８億円の取極について，取りまとめ

たものであります。 

次に，件名外案件について，申し上げます。まず，「廃棄物管理に関する収集及び 

運搬の改善計画の実施のための贈与に関する書簡」をパレスチナ解放機構との間に

交換することについて，御決定をお願いいたします。本件は，パレスチナ暫定自治

政府による同計画の実施に寄与することを目的として，約１８億円を贈与すること

について，取り極めるものであります。なお，明日の書簡交換まで不公表といたし

たいので，御了承をお願いいたします。 

次に，「無償資金協力に係る取極の締結」について，御決定をお願いいたします。 

本件は，我が国と相手国政府との間で実質的な合意をみた無償資金協力を取りまと

めたもので，３４か国，１０機関に対する計６６件，総額約３５９億円の贈与等を

行うものであります。個々の案件につきましては，相手国政府との書簡交換までそ

れぞれ不公表といたしたいので，御了承をお願いいたします。なお，締結状況は適

宜取りまとめ，別途，閣議に御報告することといたします。 

○菅国務大臣：これをもちまして，閣議を終了いたします。 

  引き続き，閣僚懇談会を開催いたします。 

御発言はございますか。 

  無いようですので，以上をもちまして，閣僚懇談会を終了いたします。 
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平成31年 

２月 12日 

◎ 国 会 提 出 案 件

1. 衆 議 院 議 員 阿 部 知 子 （ 立 憲 ） 提 出 東 京 電 力 福

島 第 一 原 発 で 働 く す べ て の 収 束 業 務 従 事 者 に

健 康 管 理 手 帳 を 交 付 で き る よ う に す る 筋 道 に

○ 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）

（ 厚 生 労 働 省 ） 

1. 衆 議 院 議 員 山 井 和 則 （ 国 民 ） 提 出 毎 月 勤 労 統

計 調 査 の 不 正 調 査 に よ る 追 加 給 付 の 延 べ 人 数

の カ ウ ン ト 方 法 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書

に つ い て （ 決 定 ）         （ 同 上 ）

1. 衆 議 院 議 員 山 井 和 則 （ 国 民 ） 提 出 毎 月 勤 労 統

計 調 査 で 賃 金 変 化 率 の 把 握 等 の た め に 重 視 す

べ き デ ー タ に 対 す る 政 府 の 認 識 に 関 す る 質 問

に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）  （ 同 上 ）

◎ 法 律 案

   ○ 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案

（ 決 定 ） （ 内 閣 府 本 府 ・ 総 務 ・ 財 務 省 ） 

〃 ○ 金 融 機 能 の 早 期 健 全 化 の た め の 緊 急 措 置 に 関 す る

法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 （ 決 定 ）

（ 金 融 庁 ・ 財 務 省 ） 

〃 ○ 国 会 議 員 の 選 挙 等 の 執 行 経 費 の 基 準 に 関 す る 法 律

及 び 公 職 選 挙 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 （ 決 定 ）

（ 総 務 ・ 財 務 省 ） 

〃 ○ 電 波 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 （ 決 定 ） （ 同 上 ）

〃 ○ 裁 判 所 職 員 定 員 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案

（ 決 定 ） （ 法 務 省 ） 

〃 ○ 在 外 公 館 の 名 称 及 び 位 置 並 び に 在 外 公 館 に 勤 務 す

る 外 務 公 務 員 の 給 与 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す

る 法 律 案 （ 決 定 ）          （ 外 務 省 ）

（ 火 ）閣 議 案 件

資 料
あ り

資 料
あ り

〔 別 添 〕
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   ○ 大 学 等 に お け る 修 学 の 支 援 に 関 す る 法 律 案

（ 決 定 ） （ 文 部 科 学 省 ・ 内 閣 府 本 府 ・ 財 務 省 ） 

〃 ○ 学 校 教 育 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 （ 決 定 ）

（ 文 部 科 学 ・ 財 務 省 ） 

〃 ○ 農 地 中 間 管 理 事 業 の 推 進 に 関 す る 法 律 等 の 一 部 を

改 正 す る 法 律 案 （ 決 定 ）  （ 農 林 水 産 ・ 財 務 省 ）

◎ 政 令 

○ 平 成 ３ ０ 年 ５ 月 ２ ０ 日 か ら ７ 月 １ ０ 日 ま で の 間 の

豪 雨 及 び 暴 風 雨 に よ る 災 害 に つ い て の 災 害 対 策 基

本 法 第 １ ０ ２ 条 第 １ 項 の 政 令 で 定 め る 年 度 等 を 定

め る 政 令 （ 決 定 ） （ 内 閣 府 本 府 ・ 総 務 ・ 財 務 省 ）

〃 ○ 社 会 保 障 協 定 の 実 施 に 伴 う 厚 生 年 金 保 険 法 等 の 特

例 等 に 関 す る 政 令 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 （ 決 定 ）

（ 厚 生 労 働 省 ）

◎ 人 事

○ 尾 﨑 久 仁 子 外 １ 名 を 特 命 全 権 大 使 に 任 命 す る こ と

に つ い て （ 決 定 ）

〃 ○ 各 府 省 幹 部 職 員 の 任 免 に つ き ， 内 閣 の 承 認 を 得 る

こ と に つ い て （ 決 定 ）

〃 ☆ 元 運 輸 教 官 岡 嶋 勉 外 １ ６ ３ 名 の 叙 位 又 は 叙 勲 に 

つ い て （ 決 定 ）

◎ 報 告 

   ☆ 平 成 ３ ０ 年 度 第 ３ ・ 四 半 期 に 締 結 さ れ た 無 償 資 金

協 力 に 係 る 取 極 に つ い て       （ 外 務 省 ）

〔 ○ 署 名 あ り ☆ 署 名 な し 〕

資 料
あ り

資 料
あ り

資 料
あ り

資 料
あ り
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平 成 31 年 

２ 月 12 日 

◎ 一 般 案 件

○ 廃 棄 物 管 理 に 関 す る 収 集 及 び 運 搬 の 改 善 計 画 の 実

施 の た め の 贈 与 に 関 す る 日 本 国 政 府 と パ レ ス チ ナ

解 放 機 構 と の 間 の 書 簡 の 交 換 に つ い て （ 決 定 ）

（ 外 務 省 ） 

〃 ○ 無 償 資 金 協 力 に 係 る 取 極 の 締 結 （ 平 成 ３ ０ 年 度 第

６ 次 取 り ま と め 分 ） 等 に つ い て （ 決 定 ） （ 同 上 ）

〔○署名あり ☆署名なし〕

 件 名 外 案 件 （ 火 ）

資 料
な し
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